議員報酬額について

　現職の議員は、８割は兼業の議員でありますが、議員活動を最優先と位置付け職務に当たっています。前回、報酬が改正された平成１１年には２０人だった議員定数が半数近く減じて現在１１人となり、１人ひとりにかかる活動量が増加している現状であります。
　このような状況下において、世界を混迷に陥れた感染症や、毎年続く自然災害、紛争に端を発する物価高騰など住民生活を脅かす問題を前に、住民の直接選挙によって負託を受けた議会議員として、地域の課題を掌握し住民の多様な声を町政に反映させるためには、今以上の議会活動が求められています。
　このような理由から、議員全員の意向を踏まえ、特別委員会で審議を重ねた結果、報酬を増額するべきであるとの結論に至り、原案を作成いたしました。
　ここでは、今回の議員報酬の算定に当たって、活用した「原価方式」の内容をお知らせいたします。
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原価方式での「町長の職務遂行日数」とは


①本会議・委員会・協議調整の場・派遣
　　ア 本会議、イ 常任委員会、ウ 特別委員会、エ 議会運営委員会、
オ 協議調整の場（全員協議会等）、カ 議員派遣、キ 委員派遣

②法定外会議・住民との対話等
　　ア 法定外会議（任意協議会、議員懇談会等）、
イ 議会としての住民対話（議会報告会、住民懇談会、意見交換会等）、
ウ 研修会への出席、エ 他の自治体からの視察受入れ対応、
オ その他の議会活動




③日常の議員活動
　ア 上記①、②に付随する活動
（議案の精読・作成及び提出準備、一般質問・質疑・討論準備、各種報告書の作成、
議会活動に係る調査・研究等）
イ 議員としての住民対話
（請願・陳情対応、住民からの相談対応、情報収集、広報活動等）、ウ 当該町村や
各種団体主催の公的行事への出席、エ その他の議員活動


※　上記活動については、時間単位で積算後、日数換算（１日８時間）し、１人あたりの平均を算出して、議会・議員の活動日数とします。
（全国町村議会議長会　「議員報酬・政務活動費の充実に向けた論点と手続き」　概要版より）
　町長の職務遂行の実態を踏まえ法定休日の半分程度を公務につくものと推定し、モデル値を算出したものです。
３６５日　－　（土曜日・日曜日：１０４日　＋　国民の祝日：１６日）×１/２　＝　３０５日
原価方式での「議会活動」と「議員活動」の内容は


「議会活動」とは




役職者（議長・副議長・委員長）の活動内容は


　原価方式での「議会活動」及び「議員活動」には、役職者としての活動日数は算入していないため、別途加算する手法としています。
役職者である議長・副議長・委員長における活動内容を例示いたします。


　　（全国町村議会議長会「議員報酬・政務活動費の充実に向けた論点と手続き」概要版より）
役　職
役職者の権限・活動（例）
議　長
議場の秩序保持、議事整理、議会事務統理、議会代表権等の法定の職務権限（自治法第104条等）に基づく活動や議会を代表する活動等
〇本会議や全員協議会等の準備、〇議会内や執行部との調整、〇各種行事への出席、
[bookmark: _GoBack]〇全国町村議会議長会・各都道府県町村議会議長会等の各種会議への出席や要請活動など議長の出張等
副議長
議長の職務を代行する活動（自治法第106条①等）や副議長としての活動等
（議長の活動と重なる場合が多い）
委員長
委員会の議事整理、秩序保持権に基づく活動や委員長としての活動等
〇委員会の準備、〇委員会報告書の作成・提出、〇委員会視察の準備、〇正副委員長会議、
〇議長・他の委員長・議会事務局との打ち合わせや執行部との調整、〇各種行事への出席等

　上記、活動内容（例）により現状の役職者の活動量については、近年の栗山町議会の議会・議員活動の増加に伴い、今回見直しを協議いたしました。





議長・副議長・委員長の活動内容（例）



「議員活動」とは
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